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 統計品目番号 
 品 名 

Ⅰ Ⅱ 
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27.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2710.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石油及び歴青油（現油を除く。）、これらの調製品

（石油又は歴青油の含有率が全重量の 70％以上の

もので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を

成すものに限るものとし、他の項に該当するもの

を除く。）並びに廃油 

－石油及び歴青油（原油を除く。）並びにこれらの

調製品（石油又は歴青油の含有量が全重量の

70％以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基

礎的な成分を成すものに限るものとし、他の項

に該当するものを除く。） 

－－軽質油及びその調製品 

－－－石油及び歴青油（石油及び歴青油以外の物

品を加えたもので、その物品の重量が全重

量の５％未満のものを含む。） 

（省  略） 

－－－－灯油 

（省  略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2710.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石油及び歴青油（原油を除く。）、これらの調製品（石

油又は歴青油の含有率が全重量の70％以上のもので、

かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すものに限

るものとし、他の項に該当するものを除く。）並びに

廃油 

－石油及び歴青油（原油を除く。）並びにこれらの調

製品（石油又は歴青油の含有量が全重量の 70％以

上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分

を成すものに限るものとし、他の項に該当するもの

を除く。） 

－－軽質油及びその調製品 

－－－石油及び歴青油（石油及び歴青油以外の物品を

加えたもので、その物品の重量が全重量の５％

未満のものを含む。） 

（省  略） 

－－－－灯油 

（省  略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 16 年

度関税改正

に伴う改正 
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2710.19 

 

 

 

 

 

 

 

143 

144 

 

149 

 

151 

 

159 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

143 

144 

 

149 

－－－－－その他のもの 

（省  略） 

－－－－－－その他のもの 

－－－－－－－ジェットエンジンの燃料用のもの 

－－－－－－－政令で定める石油化学製品の製造

に使用するもの 

－－－－－－－その他のもの 

－－－－軽油 

－－－－－政令で定める石油化学製品の製造に使

用するもの 

－－－－－その他のもの 

（省  略） 

－－その他のもの 

－－－石油及び歴青油（石油及び歴青油以外の物

品を加えたもので、その物品の重量が全重

量の５％未満のものを含む。） 

－－－－灯油 

（省  略） 

－－－－－その他のもの 

（省  略） 

－－－－－－その他のもの 

－－－－－－ージェットエンジンの燃料用のもの 

－－－－－－－政令で定める石油化学製品の製造

に使用するもの 

－－－－－－－その他のもの 

 

 

 

ＫＬ 

 

ＫＬ 

ＫＬ 

 

 

ＫＬ 

ＫＬ 

 

 

ＫＬ 

 

 

 

 

 

 

 

ＫＬ 

 

ＫＬ 

ＫＬ 

 

 

 

ＫＧ 

 

ＫＧ 

ＫＧ 

 

 

ＫＧ 

ＫＧ 

 

 

ＫＧ 

 

 

 

 

 

 

 

ＫＧ 

 

ＫＧ 

ＫＧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2710.19 

 

 

 

 

 

143 

 

 

149 

150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

143 

 

 

149 

－－－－－その他のもの 

（省  略） 

－－－－－－その他のもの 

－－－－－－－ジェットエンジンの燃料用のもの 

（新 規） 

 

－－－－－－－その他のもの 

－－－－軽油 

（新 規） 

 

（新 規） 

（省  略） 

－－その他のもの 

－－－石油及び歴青油（石油及び歴青油以外の物品を

加えたもので、その物品の重量が全重量の５％

未満のものを含む。） 

－－－－灯油 

（省  略） 

－－－－－その他のもの 

（省  略） 

－－－－－－その他のもの 

－－－－－－－ジェットエンジンの燃料用のもの 

（新 規） 

 

－－－－－－－その他のもの 

 

 

 

ＫＬ 

 

 

ＫＬ 

ＫＬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＫＬ 

 

 

ＫＬ 

 

 

 

ＫＧ 

 

 

ＫＧ 

ＫＧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＫＧ 

 

 

ＫＧ 
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151 

 

159 

－－－－軽油 

－－－－－政令で定める石油化学製品の製造に使

用するもの 

－－－－－その他のもの 

（省  略） 

 

 

 

ＫＬ 

ＫＬ 

 

 

ＫＧ 

ＫＧ 

 

 

150 

 

 

 

 

 

 

 

－－－－軽油 

（新 規） 

 

（新 規） 

（省  略） 

 

 

 

ＫＬ 

 

 

ＫＧ 

 

 

 

 

 

 
 


